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★ 介護職員等特定処遇改善加算 概要

賃金改善は、特定加算を取得していない場合の賃金水準と、特定加算を取得し実施される賃金
水準との差分を用いて算出する。

賃金改善

介護職員等特定処遇改善計画
書の作成と届出

• 配分対象と配分方法加算の算定
要件

• 介護職員等特定処遇改善計画書の
届出

• 加算の算定要件

新加算（特定処遇改善加算）の取得
要件

• 現⾏の介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
から（Ⅲ）までを取得していること

• 介護職員処遇改善加算の職場環境
等要件に関し、複数の取組を⾏って
いること

• 介護職員処遇改善加算に基づく取組
について、ホームページへの掲載等
を通じた⾒える化を⾏っていること
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配分方法 １

ａ経験・技能のある介護職員のうち１人以上は、賃金改善に要する費用の見込額が月
額平均８万円（賃金改善実施期間における平均とする。以下同じ。）以上又は賃金改
善後の賃金の見込額が年額440万円以上であること（現に賃金が年額 440万円以上
の者がいる場合にはこの限りでない）。ただし、以下の場合など例外的に当該賃金改
善が困難な場合は合理的な説明を求めることとすること。

・ 小規模事業所等で加算額全体が少額である場合

・ 職員全体の賃金水準が低い事業所などで、直ちに一人の賃金を引き上げることが
困難な場合

・ ８万円等の賃金改善を行うに当たり、これまで以上に事業所内の階層・役職やその
ための能力・処遇を明確化することが必要になるため、規程の整備や研修・実務経
験の蓄積などに一定期間を要する場合

ｂ当該事業所における経験・技能のある介護職員の賃金改善に要する費用の見
込額の平均が、他の介護職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均の２倍
以上であること。

ｃ他の介護職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、その他の職種の
賃金改善に要する費用の見込額の平均の２倍以上であること。ただし、その他の
職種の平均賃金額が他の介護職員の平均賃金額を上回らない場合はこの限り
でないこと。

ｄその他の職種の賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円を上回らないこと
（賃金改善前の賃金がすでに年額440万円を上回る場合には、当該職員は特定
加算による賃金改善の対象とならない）。

配分方法 ２
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配分方法のイメージ 第163回社会保障審議会介護給付費分科会資料１より

２ ： １ ４ ： ２ ： １１

経験等あ
るのみの
職員

経験等及
び他の介
護職員

すべての
職員

1段階分配
2段階分配

3段階分配

分配例 （分配枠の暫定把握） 100人定員の場合

①の基準を作成・賃
金規程に規定する

4:2:1の三段
階分配
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個別職員分配方法（例）

方法区分
規程・制度の変更の必要
性 必要○、不必要×

難易度・その他特記事項

① 基本給で分配する方法
(厚労省推奨)

昇給させるのであれば、×。
ベア正気ゆうであれば、○

単純に昇給させるとしても、キャリアパス要件との整合
性を確認する必要がある。ベア昇給の場合、キャリア
パスの整合性の確認は必要ないが、全体的に変更す
る必要性があるため複雑化する。

② 独立した手当、例えば
特定処遇改善手当(など) ○

基本給に比べ、職員が給与明細により、可視化するこ
とが可能。基本給を基準に定率とするか、一律に定額
とするか、定額にしても段階的な定額とするか。一律
に定額とした場合、三段階分配の場合は、4:2:1の比
率に注目

③ 介護福祉士手当の上
乗せ

○
定額支給している場合、定額で上乗せするか、定率で
上乗せするかが考えられる。能力に差を設ける場合、
定率で採用するほうが均衡がたもてる。

④ 賞与その他一時金
× ただし、支給率などの
支給方法を規定している
場合○。

特定加算は、従来の処遇改善加算分配とは若干その
特性が異なり、「職員の能力の差」に着目している。
よって、その能力の差の根拠を明確しておくことが望
ましく、また、されに応じた差があることが望ましい。


